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　新年のスタートに書初めをしませんか？書道がはじめ
てのお子さんも体験できます。
日時／令和7年1月12日（日） 10：30～11：30
場所／平野区子ども・子育てプラザ
対象／小学生、幼児とその保護者
持物／なし ※ご自身の道具も持参可
申込／12月12日（木）～ 電話または来館

みんなで書初め

平野区子ども・子育てプラザ(瓜破3-3-64)　
☎6707-0900

問合せ

子育て情報

窓口の
お呼び出し状況

区役所へ
来庁せずに
できる手続きも
あります

北部・南部サービスセンターでは
戸籍、住民票の写し、市税に関する
証明書等の発行業務を行っています

〈北部サービスセンター〉　☎6791-0446
場所／加美鞍作1-9-3
〈南部サービスセンター〉　☎6709-1201
場所／長吉出戸5-3-58
　　　コミュニティプラザ平野（区民センター）2階
業務日時／月～金曜日（祝日、12月29日～1月3
　　　　　日を除く）　9：30～16：15

区役所からのお知らせ

　本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛
大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛
官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供
していますが、自衛隊への情報提供を希望されない方
は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報か
ら除外しています。
資料提供の対象者／大阪市内に住民登録がある日本
人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び
21歳に到達する方
申出期限／
①18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除
外を希望される方は、18歳に到達する年度の４月25日
②21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除
外を希望される方は、21歳に到達する年度の12月25日
※申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です
除外申出方法の詳細については、ホームページをご参
照ください。

住民情報課　⑮番窓口
☎4302-9961

問合せ

自衛官等募集事務に係る自衛隊への情報
提供を希望されない方の申し出（除外申出）を
受け付けています

ホームページはこちら▶

　大阪市では、登録調査員として登録し、国勢調査な
どの基幹統計において統計調査員として活動していた
だける方を募集しています。
　１調査につき約２か月の任命期間（実働日数は２週間
程度）で、調査活動に応じた報酬が支払われます（1調査
区あたり3～6万円程度）。登録には申請が必要です。

統計の調査員大募集！未経験も可！（事前登録制）

総務課　51番窓口　☎4302-9625
計画調整局統計調査担当　☎6208-7865

問合せ

報酬あり

　平野区では、新たに20歳になられ
るみなさんをお祝いするため、20歳
の方（その年度に20歳を迎える方）
を対象に、「平野区二十歳のつどい」を開催いたします。
　当日２回次（入替制、内容は同一）に分けて開催しま
すので、原則出身中学校または、お住まいの中学校区
に該当する回次にご出席ください。
日時／令和７年1月13日（月・祝）

令和６年度「平野区二十歳のつどい」を
開催します

はたち

安全安心まちづくり課　㉑番窓口
☎4302-9734

問合せ

摂陽、喜連、長吉西、
長吉、長吉六反、支援学校、
教育大附属、私学　他

対象中学校 開始終了予定時刻

11：00～11：45
（受付開始　10：30）

12：45～13：30
（受付開始　12：15）

平野北、平野、瓜破、
瓜破西、加美、加美南
場所／コミュニティプラザ平野
　　  （平野区民センター）（長吉出戸5-3-58)
対象／平成16（2004）年4月2日～
　　　平成17（2005）年4月1日生まれの方

平野区ホームページはこちら▶

日時／12月７日（土） 11：00～17：00
場所／男女共同参画センター南部館（クレオ大阪南）
　　　3階研修室（喜連西6-2-33）
日時／12月12日（木）、20日（金）10：00～16：00
場所／平野区役所 １階ロビー（背戸口3-8-19）
日時／12月28日（土） 11：00～17：00
場所／平野区民ホール １階第１会議室（平野南1-2-7）
　区役所や出張窓口に行くのが難しい方は訪問型出
張申請受付をご利用ください。

＜マイナンバーカードの受け取りに土日・祝日でも手続き
可能な梅田・難波サービスカウンターをご活用ください！＞
申請者ご本人様が、マイナンバーカードの交付申請の
お手続きをしていただくことで、後日、書留郵便でカー
ドが受け取れます。なお、梅田サービスカウンターは
12月15日（日）臨時休業です。

マイナンバーカード出張申請サポートを
実施しています

大阪市マイナンバーカード出張申請サポート窓口・
訪問型出張申請受付サービスコールセンター
☎050-3535-0200

問合せ

梅田サービスカウンター　☎6345-0874
難波サービスカウンター　☎6211-0874

問合せ

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▶

くらしの情報

　守秘義務を持ち、生活や福祉、介護、子育てなどに関
する相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、地域の
専門機関へつなぐことが主な活動です。
　その他にも地域における高齢者やこどもを対
象とした見守り活動等、安心して暮らせるまち
づくりに向けた活動を行っています。

保健福祉課（地域福祉）33番窓口  ☎4302-9941問合せ

あなたの身近な相談相手「民生委員・児童委員」

　身体発育や精神発達のうえで重要な時期である３か
月児・１歳６か月児・３歳児に健康診査を行っています。
お子さんの発育を確認する良い機会になりますのでぜ
ひ受診しましょう。
　対象の方には個別にご案内を送付します。ご都合が
つかない場合は日程変更もできます。
　健康診査の日程等、詳細は平野区ホームページをご
覧ください。

乳幼児健診のお知らせ

保健福祉課（地域保健）32番窓口
☎4302-9882

問合せ

平野区ホームページはこちら▶

防災・防犯情報

　不法就労は犯罪です。外国人を不法就労させた事業
主も処罰の対象になります。
●在留期限は切れていませんか？
●働くことが認められている在留資格ですか？
●働くことが認められた範囲を超えていませんか？
●外国人雇用状況を届出していますか？
　外国人を雇い入れる場合は、在留カードの内容をよ
く確認し、管轄のハローワークに届出を行いましょう。
＜情報提供をお願いします＞
　先月お知らせしたとおり12月10日から16日まで
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」となっています。
　現在、大阪府警察では、拉致の可能性を排除できな
い事案に係る方々に関する情報を大阪府警察ホーム
ページに掲載し、広く情報提供を求めていますので、ご
協力よろしくお願いいたします。

不法就労の防止と情報提供のお願い

平野警察署（喜連西6-2-51）　☎6769-1234問合せ

犯罪被害にあわれてお困りの方や、身近な方が犯罪
被害にあわれて支援を必要とされている場合は、ぜひ
ご相談ください。
時間／9：00～17：30（土日・祝日、年末年始を除く）
場所／市民局人権企画課（市役所4階）
☎6208-7489　H6202-7073

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

固定資産税・都市計画税(第3期分)
納期限のお知らせ
　固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は、12
月25日（水）です。市税は、市政運営の原動力であり、
市民の皆様のために大切に活用させていただきます。
市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。

あべの市税事務所固定資産税グループ
☎4396-2957（土地）、4396-2958（家屋）
H4396-2905

問合せ

お
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